
令和５年５月２日  

神奈川県立大磯高等学校  

校長 立花 ますみ  

  

生徒保護者の皆さま 

 

令和５年５月８日以降の教育活動について 

 

 新緑の候、皆さまにおかれましてはますますご清栄こと、お慶び申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に係る扱いの変更を受け、神奈川県教育委員会から教育

活動の変更に関する通知が発出されました。つきましては、本校でも次の通り取扱いを変更

しますので、何とぞ、ご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 出欠席等の扱いについて 

① 感染した場合…「出席停止」になります。（季節性インフルエンザの扱いと同様に発

症後５日を経過し、かつ、症状が軽快してから１日経過するまで） 

  ※本校 HPから「学校感染症報告書」をダウンロードして記入し提出してください。 

② 家族等が感染するなどによる不安で欠席した場合 

「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことも可能です。 

③ 新型コロナウイルスワクチンの接種日当日…「欠席」扱いとなります。 

④ 濃厚接触者…「濃厚接触者」相当の者の調査は行いません。登校は可能ですが、②

に準じて家庭でご判断ください。 

⑤ ワクチン接種後の副反応の疑い 

（１）副反応であるか不明だが体調不良により欠席…「出席停止」 

（２）副反応と診断された場合…「校長が出席しなくてもよいと認めた日」 

 

２ 授業や学校行事等の活動について 

 ① マスクの着用 

 登下校時に混雑する電車・バス等の利用する際は、マスクの着用を推奨します。 

 ② 換気の徹底 

   気候上、可能な限り２方向の窓を同時に開けて教室の換気を行います。 

③ 身体的距離の確保等 

   身体が触れ合わない程度の距離を確保し、近接しての会話や大声を発する活動は制限

しながら教育活動を行います。 

 ④ 昼食時等において 

   食事の前後等の手洗い・手指消毒を徹底し、飛沫を飛ばさないように呼び掛けます。 

  

 ※発熱や咳など、普段と異なる症状がある場合には、無理をせず自宅で休養してください。 

その他、詳細については本校 Webサイトをご参照ください。 

 

問合せ先           

 副校長 鈴木        

   電話（0463）61-2498    


